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経
団
連
は
、

年
経
労
委
報

19

告
を
１
月

日
に
発
表
し
た
。

22

報
告
で
は
、
冒
頭
か
ら
基
本

給
を
底
上
げ
す
る
ベ
ア
の
表
現

を
後
退
さ
せ
、
ベ
ア
否
定
を
明

確
に
し
た
。

春
闘
は
、

年

19

14

か
ら
続
け
て
き
た
「
官
製
春
闘
」

の
動
き
を
弱
め
よ
う
と
、
企
業

側
の
自
主
的
に
賃
上
げ
を
強
調

し
つ
つ
も
、
ベ
ア
の
回
避
を
鮮

明
に
し
た
。
安
倍
首
相
は
昨
年

末
に
「
賃
上
げ
を
お
願
い
し
た

い
」
と
述
べ
た
が
、
経
団
連
は
、

「
官
製
春
闘
の
圧
力
」
は
弱
ま

っ
た
と
み
た
。

労働運動委員会学習交流会

2月16日(土) 開会10:30
神保町区民館（３Ｆ・Ａ室）
◆テーマ「労働運動の成果と課題」

■19年労働運動の提言

■次代を担う青年労働者の発言

■労働運動を躍進させるユニオン

〈

春
闘
〉
経
労
委
報
告

19
官
製
春
闘
阻
む
も

ベ
ア
否
定
を
強
調

変
化
の
背
景
に
は
経
団
ト

ッ
プ
に
就
い
た
中
西
宏
明
会

長
の
「
官
製
春
闘
」
嫌
い
が

あ
り
、
政
府
側
は
後
退
し
た
。

「
賃
金
の
引
き
上
げ
は
、
政

府
に
要
請
さ
れ
て
行
う
も
の

で
は
な
い
」
と
記
し
、
企
業

の
自
主
性
を
強
調
し
た
。

春
闘
は
「
闘
争
」
で
は
な

く
個
々
交
渉
を
通
し
た
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
育
て
る
の

が
労
使
の
役
目
と
決
め
つ
け

る
。
生
産
性
基
準
原
理
を
盾

に
、
成
果
の
な
い
賃
上
げ
は

し
な
い
と
言
い
き
る
。

技
能
実
修
生
制
度
で
悪
さ
を
や
め
な
い
大
企
業

日
立
に
続
き
三
菱
・
パ
ナ
も
法
律
違
反
発
覚

製
作
所
（
愛
知
県
岡
崎
市
）

で
溶
接
作
業
を
学
ぶ
た
め
受

け
入
れ
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
実
習
生
に
部
品
組
み
立
て

の
作
業
を
さ
せ
て
い
た
と
公

表
。
「
現
場
担
当
者
の
認
識
違

い
」
と
し
て
い
た
が
、
入
管

や
監
督
期
間
機
関
が
立
ち
入

り
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
も

そ
も
全
員
分
の
溶
接
作
業
を

行
え
る
設
備
が
な
か
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
三
菱
自
工

の
確
信
犯
が
判
明
し
た
。
こ

れ
ほ
ど
ま
で
法
律
を
無
視
す

る
大
企
業
に
外
国
人
労
働
者

受
入
れ
の
資
格
は
な
い
。
潜

在
的
違
反
は
溢
れ
て
い
る
。

偽
装
請
負
な
ど
で
、
現
地

送
り
出
し
機
関
と
日
本
の
監

理
団
体
、
企
業
が
搾
取
目
的

外
国
人
技
能
実
習
生
に
対
し

て
実
習
計
画
を
逸
脱
し
た
作
業

を
さ
せ
た
り
、
従
業
員
に
違
法

な
長
時
間
労
働
を
さ
せ
た
な

ど
、
日
本
の
大
企
業
の
法
律
違

反
が
続
出
し
て
い
る
。
法
務
省

と
厚
生
労
働
省
は
１
月

日
、

25

先
の
日
立
に
続
き
三
菱
自
動
車

（
東
京
都
港
区
）
と
パ
ナ
ソ
ニ

ッ
ク
（
大
阪
府
門
真
市
）
な
ど

４
社
の
実
習
生
計
１
３
６
人
の

計
画
認
定
を
取
り
消
し
た
。
各

社
は
５
年
間
、
実
習
生
の
新
規

受
け
入
れ
が
で
き
な
く
な
る
。

せ
っ
か
く
借
金
を
背
負
っ
て

来
日
し
た
技
能
実
習
生
た
ち

は
、
正
当
な
仕
事
に
就
け
ず
帰

国
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

三
菱
自
は
昨
年
５
月
、
岡
﨑

に
本
来
と
異
な

る
作
業
を
さ
せ

る
。
農
家
な
ど

に
丸
投
げ
し
て
、

実
習
資
格
を
失

わ
せ
、
発
覚
す

れ
ば
解
雇
。
人

権
が
全
く
守
ら

れ
て
い
な
い
。



東
京
高
裁
判
決
（
東
日
本

裁
判
）
に
引
き
続
き
、
１
月

日
大
阪
高
裁
（
西
日
本
裁

24判
）
で
判
決
が
あ
っ
た
。
非

正
規
社
員
８
人
が
、
手
当
や

休
暇
制
度
に
つ
い
て
正
社
員

と
格
差
が
あ
る
の
は
違
法
と

し
て
、
計
約
４
２
０
０
万
円

の
支
払
い
な
ど
を
求
め
て
い

た
。
控
訴
審
判
決
は
、
一
部

の
手
当
な
ど
の
格
差
を
違
法

と
判
断
、
計
約
４
３
０
万
円

の
賠
償
を
命
じ
た
。
年
末
年

始
勤
務
手
当
な
ど
に
つ
い
て
、

契
約
社
員
の
雇
用
期
間
が
５

年
を
超
え
る
か
ど
う
か
で
判

断
す
る
新
基
準
を
示
し
た
。

郵
政

条
裁
判
（
大
阪
高
裁
判
決
・
西
日
本
）

20

格
差
で
新
基
準

納
得
で
き
ず
上
告

勤
労
統
計
の
ウ
ソ
で
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
底
上
げ
た

年
６
月
分
３
・
２
％
か
ら
２
・
８
％
下
方
修
正

18

一
審
の
大
阪
地
裁
判
決

の
一
部
を
変
更
し
、
賠
償

額
を
増
額
し
た
。
一
方
、

一
審
が
同
種
訴
訟
で
初
め

て
違
法
と
判
断
し
た
扶
養

手
当
の
格
差
に
つ
い
て
は

「
契
約
社
員
は
原
則
と
し

て
短
期
雇
用
が
前
提
」
な

ど
と
し
て
退
け
た
。
弁
護

団
は
５
年
基
準
も
不
服
と

し
て
お
り
、
上
告
を
し
た

郵
政

条
裁
判
は
、
こ
れ

20

で
東
と
西
で
最
高
裁
に
上

告
さ
れ
、
格
差
是
正
の
声

は
一
段
と
高
ま
っ
た
。

自
民
党
の
森
山
裕
国
会
対

策
委
員
長
は

日
、
厚
労
省

26

の
「
毎
月
勤
労
統
計
」
を
め

分
の
調
査
結
果
を
修
正
し
た
。

年
１
～

月
の
現
金
給

18

11

与
総
額
（
名
目
賃
金
）
の
伸

び
は
こ
れ
ま
で
の
公
表
値
に

比
べ
て
、
最
大
で
０
・
７
ポ

イ
ン
ト
下
方
修
正
と
な
っ
た
。

名
目
賃
金
額
は
す
べ
て
の
月

で
修
正
さ
れ
、
ず
さ
ん
な
調

査
だ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
浮

き
彫
り
に
な
っ
た
。

毎
月
勤
労
統
計
は
働
く
人

の
１
人
あ
た
り
の
平
均
賃
金

や
労
働
時
間
な
ど
を
調
べ
る
。

５
０
０
人
以
上
の
事
業
所
は

す
べ
て
調
べ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
厚
労
省
は

年
04

か
ら
約
１
４
０
０
あ
る
東
京

都
分
を
１
／
３
し
か
調
べ
て

い
な
か
っ
た
。
従
業
員
数
の

多
い
大
企
業
の
賃
金
は
中
小

企
業
に
比
べ
高
い
。
多
く
の

大
企
業
が
調
査
対
象
か
ら
抜

け
落
ち
て
い
た
た
め
、
こ
れ

ま
で
公
表
し
て
き
た
統
計
の

賃
金
額
は
本
来
よ
り
低
く
な

っ
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
の
公
表
値
を
０

・
１
～
０
・
７
ポ
イ
ン
ト
下

方
修
正
し
た
。

年
調
査
で

18

名
目
賃
金
の
伸
び
が
最
も
高

か
っ
た
の
は

年
６
月
で
、

18

３
・
３
％
と

年
ぶ
り
の
高

21

水
準
だ
っ
た
。
し
か
し
、
再

集
計
し
た
結
果
は
２
・
８
％

で
、
０
・
５
ポ
イ
ン
ト
の
下

方
修
正
に
な
っ
た
。

ぐ
る
不
正
調
査
に
つ
い
て
、

「
今
回
は
さ
ほ
ど
大
き
な
問

題
は
な
い
」
と
の
べ
た
。
全

１
月

日
は
国
会
開
会

28

日
。

時
、
議
員
会
館
前

12

に
４
５
０
人
の
市
民
・
労

働
者
が
集
ま
り
、
声
を
上

げ
た
。
主
催
者
挨
拶
で
、
①
勤
労
統

計
の
偽
装
は
厚
労
省
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
安
倍
政
権
そ
の
も
の
の
問

題
。
②
安
倍
は

年
の
改
憲
の
野
望

20

を
捨
て
て
い
な
い
。
絶
対
に
発
議
を

許
さ
な
い
闘
い
を
進
め
よ
う
。
③
そ

の
た
め
に
も
参
院
選
は
野
党
と
市
民

の
共
同
で
勝
利
し
改
憲
勢
力
三
分
の

二
を
阻
止
し
よ
う
。
④
沖
縄
の
県
民

投
票
に
連
帯
す
る
闘
い
を
。
そ
し
て

「
徴
用
工
や
レ
ー
ダ
ー
照
射
問
題
で

反
韓
国
の
感
情
を
煽
っ
て
い
る
の
は

安
倍
政
権
。
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
を

つ
く
る
た
め
に
民
衆
同
士
の
連
帯
を

つ
く
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
た
。
集
会

に
は
、
社
民
・
共
産
・
立
憲
民
主
・

沖
縄
の
風
の
議
員
も
発
言
し
た

く
の
反
省

も
な
く
、

安
倍
政
権

の
本
音
が

で
た
。

毎
月
勤

労
統
計
で

不
適
切
調

査
が
あ
っ

た
問
題
で

厚
労
省
は
、

日
、

23

12

年
～

年
18

国
会
開
会
日
の
行
動
に
４
５
０
人


